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地方公共団体保有施設における太陽光発電設備の導入促進について

１．地方公共団体施設における施設種別の太陽光発電の導入状況 【前回会議でも提示】
○ 第２回連絡会議において設定した地方公共団体施設における施設種別の太陽光発電の導入目標

について、令和７年度推進状況調査の結果（各施設での令和７年10 月１日時点での導入状
況）を元に進捗状況を算出した（P2～4）。

２．地方公共団体における課題と各府省庁へのお願い事項
○ 環境省が、令和７年度に、複数の地方公共団体に対して太陽光導入に係る課題を聴取したところ、

建物の老朽化や構造上の不具合といった物理的な制約のみならず、経済性の確保、初期費用の確
保、庁内調整等が挙げられた。

○ これを踏まえ、引き続き関係府省庁で連携の上、地方公共団体への財政支援や関係部局への導入
呼びかけを行っていく必要がある。
【財政支援】
ー関係府省庁において支援に係る予算の維持・確保に取り組んでいただきたい。
ー関係府省庁において確保された予算の活用（併用含む）の呼びかけを一層強化していただきたい。
【導入呼びかけ】
－地方公共団体への支援メニューやツールの周知については、前回会議において事務連絡文案を提

供の上、周知を依頼していたところ、５省庁において周知が実施された。地方公共団体が保有する
施設において取組が円滑に進むよう、今後も機会を捉えて周知いただきたい。

－加えて、会議体への資料提供又は環境省からの説明機会を設けていただく等も検討いただきたい。
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関係省庁において設定した地方公共団体施設における施設種別の
太陽光発電の導入ポテンシャルと導入目標

※1 地方公共団体施設における「導入目標」は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査により把握した太陽光発電設備の導入ポテンシャルをベースに算出したもの（下水道施設を除く）。本導入目標を参考に、地方公共団体自身が政府実
行計画に準じた目標（自団体の設置可能な施設の約50％以上に太陽光発電設備を設置する等）を設定し、自ら取り組むことを想定しているが、関係省庁で連携しながら支援や助言、情報提供等を実施する。
※2 下水道施設における「導入目標」は、第17回 再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース 会議資料1-1 「水循環政策における再生可能エネルギー導入促進に向けた数値目標」で公表されている数値を基に算出したもの。
※3「その他施設」には、総計値だけ回答した団体の数値を含む（総計値と施設分類別合計値の乖離分を算出し、その値を「その他施設」へ計上）。
※4 施設種別合計値は、小数点以下の数字を四捨五入している関係で、施設種別ごとの数値を足し上げた場合の数値と一致しない場合がある。
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施設種別の太陽光発電導入目標にかかる進捗状況

※1 地方公共団体施設における設備容量ベースの「導入目標」は、令和6年3月25日に開催した第2回「公共部門等の脱炭素化に関する関係府省庁連絡会議」（以下「連絡会議」という。）において、各行政 分野の施設を
所管する関係省庁において、施設種別にkWベースで設定した努力目標値（第２回連絡会議【資料２－４】別紙を参照）
※2【政府目標に準じた参考値】として記載した設置件数ベースの値における「設置可能な建築物等の合計値」は、令和5年度施行状況調査により把握した地方公共団体施設の太陽光発電設備の導入 ポテンシャル（簡易判
定基準で○判定（設置可能性が高い）、△判定（設置可能性は高いが、懸念事項あり）となったもの）をもとに推計して算出したもの。
※3施設種別合計値は、小数点以下の数字を四捨五入している関係で、施設種別ごとの数値を足し上げた場合の数値と一致しない場合がある。
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【ご参考】太陽光発電設備容量実績の導入目標に対する割合（関係府省庁も表示）

※施設分類ごとにn数は異なる。
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施設分類別
令和7年度に設置(予定含む)
令和6年度に設置
令和4,5年度に設置

*「令和4,5年度設置」は令和6年度調査結果にて掲載

文部科学省

総務省 警察庁 環境省

国土交通省 国土交通省

厚生労働省

子ども家庭庁 環境省関係府省庁
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（参考）環境省からの財政支援・地方財政措置
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 脱炭素化推進事業債（地方財政措置）
2022年度～2025年度

  900億円/事業費1,000億円

 株式会社脱炭素化支援機構（JICN）
による資金供給等（財政投融資）
R７年度予算 600億円（産業投資＋政府保証）

地域の脱炭素化に向けた主な自治体支援

 地域脱炭素推進交付金
【R７年度予算 385億円＋R６年度補正予算 365億円】

 地域レジリエンス事業
 【R７年度予算 20億円＋R６年度補正予算 20億円】
（2025年度までに約1,000箇所）

 地方公共団体による脱炭素計画作成支援

先行地域100地域等の実現に向け必要予算を確保
脱炭素先行地域・重点対策加速化事業の実現のための支援
（＋今後の在り方については改めて検討）

国土強靭化中期計画に基づく目標達成のため予算拡充
2035年度までに追加3,000箇所

具体施策の検討・実施支援へ転換（「宣言から実行へ」）
【新】地域脱炭素実現に向けた具体施策実装支援事業

措置の延長（2026～2030年度）・拡充
  ・ペロブスカイト太陽電池の導入に係る補助事業について、一般補助施設

整備等事業債の対象に追加
・ハイブリッド車を措置対象として追加

規模拡充
R８年度予算 700億円（産業投資＋政府保証）

国庫補助

地方財政措置・財政投融資

→脱炭素と地域課題解決を同時実現する「脱炭素先行地域」
等のモデル構築に取り組む自治体を複数年度にわたり支援

→防災施設・避難施設等への再エネ・蓄電池等の導入を支援し、
平時の脱炭素化と災害時のレジリエンス強化を同時実現

→自治体による再エネ導入等の脱炭素化に向けた脱炭素計画策定
  支援や人材育成支援等を実施

→自治体の公共施設等の脱炭素化のための地方財政措置

→民間の脱炭素事業に対する官民ファンドによる出資・債務保証等

【R８当初 270億円＋R７補正 335億円】

【R８当初 20億円＋R７補正 40億円】

【 R８当初 6.3億円＋R７補正 ７億円】

地域脱炭素推進交付金を含め、地域・くらしを支える脱炭素分野について、R7年度補正予算とR8年度
当初予算案合計で約3,000億円規模の予算を計上し、地域主導の脱炭素の取組を支援



お問合せ先：

2. 事業内容

1. 事業目的

■事業形態：

■実施期間：
■ ：

3. 事業スキーム

4. 

地域脱炭素推進交付金（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金、特定地域脱炭素移行加速化交付金等）

（1）交付金（2）委託費

（1）地域脱炭素移行・再エネ推進交付金、特定地域脱炭素移行加速化交付金【GX】
①脱炭素先行地域づくり事業への支援
②重点対策加速化事業への支援
③民間裨益型自営線マイクログリッド等事業への支援

（2）地域脱炭素施策評価・検証・監理等事業
地域脱炭素推進交付金についてデータ等に基づき評価・検証し、事業の改善に必要な
措置を講ずるとともに、適正かつ効率的な執行監理を実施する。

「地域脱炭素ロードマップ」（令和3年6月9日第3回国・地方脱炭素実現会議決定）や地球温暖化対策計画（令和7年2月18日閣議決定）等に
基づき、地域主導の脱炭素を推進するため、民間と共同して意欲的に脱炭素に取り組む地方公共団体等に対し、本交付金により、複数年度にわたって
継続的かつ包括的に支援することを目的とする。

環境省 大臣官房 地域脱炭素推進審議官グループ 地域脱炭素事業推進課 電話：03-5521-8233

（1）地方公共団体等（2）民間事業者・団体等
令和4年度～令和12年度

意欲的な脱炭素の取組を行う地方公共団体等に対して、地域脱炭素推進交付金により支援します。

事業イメージ

交付対象・
委託先

【令和8年度予算額 27,018百万円（38,521百万円）】
【令和７年度補正予算額 33,500百万円】

2020 2030 20502025

地域特性に応じた取組の
実施に道筋

①少なくとも100か所の脱炭素先行地域※

②重点対策を全国津々浦々で実施
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＜参考：（１）交付スキーム＞

民間事業者等国 地方公共団体

国 地方公共団体

(b)民間事業者等も事業
を実施する場合

(a)地方公共団体が事業
を実施する場合

※地域特性・地域課題等で類型化
先進性・モデル性等を評価し、評価委員会で選定



①脱炭素先行地域づくり
事業

交付要件：脱炭素先行地域に選定されていること等（一定の地域で民生部門の電力消費に伴うCO2排出実質
ゼロ達成等）。

対象事業：地域と暮らしに密接に関わる民生部門の電力消費に伴う二酸化炭素排出について2030年度までに
実質ゼロを実現することなどに先行的に取り組む地域として、環境省が選定した地域において、当該実
現のための取組に対し支援する。

交付率 ：原則2/3
事業期間：概ね5年程度

②重点対策加速化事業

交付要件：再エネ発電設備を一定以上導入すること等（都道府県・指定都市・中核市・施行時特例市：1MW
以上、その他の市町村：0.5MW以上）。

対象事業：地域共生・地域裨益型再エネの導入や住宅の省エネ性能の向上などの脱炭素の基盤となる重点対
策について、交付金により行われる加速的な取組に対し支援する。

交付率  ：2/3～1/3、定額
事業期間：概ね５年程度

③民間裨益型自営線マイ
クログリッド等事業
（GX）

交付要件：一定の民間裨益が見込まれること等。
対象事業：官民連携により民間事業者が裨益する自営線マイクログリッド等を構築する地域等において、温室効

果ガス排出削減効果の高い再エネ・省エネ・蓄エネ設備等の導入を支援する。
交付率  ：原則2/3
事業期間：概ね5年程度

地域脱炭素推進交付金 事業内容
（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金、特定地域脱炭素移行加速化交付金）

屋根置き自家消費型
太陽光発電

木質バイオマスの
エネルギー利用

家畜排せつ物の
エネルギー利用

蓄電池の
導入

エネルギーマネジメント
システム導入

再エネ水素
利用

住宅建築物の
ZEB／ZEH

省エネ設備の
最大限採用

ゼロカーボン・
ドライブ

自営線
マイクログリッド

H2 H2

H2
LED



お問合せ先：

2. 事業内容

1. 事業目的

■事業形態：

■実施期間：
■ ：

3. 事業スキーム

4. 

地域の防災拠点や避難施設となる公共施設の脱炭素化・レジリエンス強化

間接補助

公共施設等※１への再生可能エネルギー設備等の導入を支援し、平時の脱炭素化に加え、
災害時にもエネルギー供給等の機能発揮を可能とする。
設備導入事業として、再生可能エネルギー設備、熱利用設備、コジェネレーションシステム

（CGS）及びそれらの附帯設備（蓄電池※2、充放電設備、自営線、熱導管等）並びに
省CO2設備（高機能換気設備、省エネ型浄化槽含む）等を導入する費用の一部を補助
する。

※１ 地域防災計画により災害時に避難施設等として位置付けられた公共施設及び公用施設、又は業
務継続計画により災害等発生時に業務を維持するべき公共施設及び公用施設（例：防災拠
点・避難施設・広域防災拠点・代替庁舎など）

※2   蓄電池としてEVを導入する場合は、通信・制御機器、充放電設備又は充電設備とセットで外部給
電可能なEVに蓄電容量の1/2×4万円/kWhを補助。

（都道府県・指定都市による公共施設等への太陽光発電設備導入はPPA等に限る。）

第1次国土強靱化実施中期計画（令和7年6月6日閣議決定）における「避難施設・防災拠点への再生可能エネルギー・蓄エネルギー・コージェネ
レーション等の災害・停電時にも活用可能な自立分散型エネルギー設備の導入推進対策」として、また、地球温暖化対策計画（令和7年2月18日
閣議決定）に基づく取組として、地方公共団体における公共施設等への再生可能エネルギーの率先導入を実施することにより、地域のレジリエンス
（災害等に対する強靱性の向上）と地域の脱炭素化を同時実現する。

環境省 大臣官房 地域脱炭素推進審議官グループ 地域脱炭素事業推進課 電話：03-5521-8233
（浄化槽について）環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室 電話：03-5501-3155

地方公共団体
令和3年度～

【令和8年度予算額 2,000百万円（2,000百万円）】
 【令和7年度補正予算額 4,000百万円（＜一般分＞2,000百万円、＜エネ特分＞2,000百万円）】

補助対象

災害・停電時に公共施設等へエネルギー供給が可能な自立分散型エネルギー設備等の導入を支援します。

支援対象

都道府県・指定都市：1/3、市区町村（太陽光発電又はCGS）：1/2、
市区町村（地中熱、バイオマス熱等）及び離島：2/3

PPA・リース・エネルギーサービス事業で地方公共団体と共同
申請する場合に限り、 民間事業者・団体等も可

○地域防災計画により災害時に避難施設等
として位置付けられた公共施設等

○業務継続計画により、災害等発生時に
業務を維持するべき公共施設等

・再エネ設備
・蓄電池
・CGS
・省CO2設備
・熱利用設備 等導入

災害時に避難施設として機能を
発揮する学校へ太陽光発電設
備・蓄電池・高効率照明機器を
導入。

公立病院へCGS・地中熱利用設
備・高効率空調機器を導入。

地域のレジリエンス
強化・脱炭素化の取組例

公立病院

重要なライフラインとなるスマホの他、
照明等への電源供給を実施。

学校



お問合せ先：

2. 事業内容

1. 事業目的

■事業形態：

■実施期間：
■ ：

3. 事業スキーム

4. 

地域脱炭素実現に向けた具体施策実装支援事業

（1）① （2）間接補助事業（定率、上限設定あり）
（1）②③ （3）委託事業

地方公共団体等による、公共施設等への太陽光発電設備等の導入計画策定、主体ごとの役割を踏まえた
脱炭素施策の検討・実施、風力発電に係る促進区域等の設定に向けたゾーニング、地域脱炭素実現に向け
た地域中核人材の活用・育成・連携等に対する支援を行う。併せて、地域脱炭素施策に関する課題解決や
横展開に向けた検討を行う。
（1）具体的な脱炭素施策の検討・実施支援

①公共施設等への太陽光発電設備等の導入計画策定支援
②主体ごとの役割を踏まえた脱炭素施策の検討・実施支援
③地域脱炭素施策に関する課題解決や横展開に向けた検討

（2）地域共生・地域裨益型の再エネ導入支援
風力発電に係る促進区域等の設定に向けたゾーニング等に対する支援（令和8年度予算）
再エネに係る促進区域等の設定に向けたゾーニング等に対する支援（令和7年度補正予算）

（3）地域脱炭素実現に向けた中核人材の活用・育成・連携事業
①脱炭素まちづくりアドバイザー派遣・相談
②地域における中核人材育成研修
③地域の実情に応じた官民連携強化

地球温暖化対策推進法、地球温暖化対策計画、GX2040ビジョン等に基づき行う地域脱炭素の取組は、我が国の2050年ネット・ゼロの実現及びこれと整合的で野心
的な温室効果ガス削減目標の達成に貢献しつつ、地域課題を解決し、地域の魅力と質を向上させる地方創生に資することが求められている。
地域脱炭素を実現するためには、地方公共団体が主導となり、自らの事務及び事業の脱炭素化や区域内の脱炭素化に向けた具体的な施策を検討・実施すること、地
域共生・地域裨益型の再エネを導入すること、地域中核人材の活用・育成・連携等を行うことが不可欠であり、そのための支援を全国的・集中的に実施する。

（１）（２）環境省 大臣官房 地域脱炭素政策調整担当参事官室 電話：03-5521-9109 （３）環境省 大臣官房 地域政策課 電話：03-5521-8328

（1）① 民間事業者・団体等（ただし地方公共団体との共同実施に限る） （2）地方公共団体
（1）②③、（3）民間事業者・団体等

令和8年度～令和12年度

【令和8年度予算 630百万円（新規）】
【令和7年度補正予算額 700百万円】

補助・委託先

「宣言から実行へ」。地域脱炭素の実現に向けて、具体的な脱炭素施策の検討・実施、地域人材の育成等を支援します。

事業イメージ

脱炭素施
策を知る

基本構想

具体構想
実行

施策実行のステップ

地域脱炭素
の実現

（３） 地域脱炭素実現に向けた
中核人材の活用・育成・連携

（２） 地域共生・地域裨益型
の再エネ導入支援

（１） 具体的な脱炭素施
策の検討・実施支援
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お問合せ先：

2. 事業内容

1. 事業目的

■事業形態：

■実施期間：
■ ：

3. 事業スキーム

4. 

地域脱炭素実現に向けた具体施策実装支援事業のうち、
（1）具体的な脱炭素施策の検討・実施支援

① 間接補助1／2（上限1,000万円）※対象施設により上限1,500万円
②③ 委託事業

①公共施設等への太陽光発電設備等の導入計画策定支援
民間事業者・団体等との協働による公共施設等における太陽光発電設備等の発電量

調査や日射量調査、屋根・土地形状等の把握、現地調査等、再エネ設備の導入に向
けた計画策定を支援する。

②主体ごとの役割を踏まえた脱炭素施策の検討・実施支援
地球温暖化対策計画等に基づく主体ごとの役割を踏まえ、都道府県等を核とし、管内

市区町村をはじめとする他の地方公共団体や地域の関係者等と共同・連携した具体的
な施策の検討や実施体制の構築、事業の実施等を支援する。

③地域脱炭素施策に関する課題解決や横展開に向けた検討
地球温暖化対策計画の見直し等を踏まえ、地域脱炭素実現に向けた課題解決や先

行的な取組の横展開等を図るための検討を行う。

地域脱炭素を実現するためには、地方公共団体が主導となり、ゼロカーボンシティ宣言や地方公共団体実行計画の策定等にとどまらず、具体的な
脱炭素施策の「実行」に移すことが求められる。これを後押しするため、公共施設への太陽光発電設備の導入等による自らの事務及び事業の脱炭素化や、
地球温暖化対策計画等に基づく主体ごとの役割を踏まえた区域内の脱炭素化について、その具体的な施策の検討・実施を支援する必要がある。

令和8年度～令和12年度

補助・委託先

公共施設等への再エネ導入計画策定、主体ごとの役割を踏まえた脱炭素施策の検討・実施を支援します。

事業イメージ

脱炭素施
策を知る

基本構想

具体構想
実行

施策実行のステップ

地域脱炭素
の実現

② 主体ごとの役割を踏まえた
脱炭素施策の検討・実施支援

① 公共施設等への太陽光発電
設備等の導入計画策定支援

③ 地域脱炭素施策に関する
課題解決や横展開に向けた検討
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① 民間事業者・団体等（ただし地方公共団体との共同実施に限る） ②③民間事業者・団体等

環境省 大臣官房 地域脱炭素政策調整担当参事官室 電話：03-5521-9109



脱炭素化推進事業債等の延長・拡充

○ 地球温暖化対策計画（令和７年２月閣議決定）を踏まえ、温室効果ガスの「2050年ネット・ゼロ」の実現に向け、地域
脱炭素を加速化するため、脱炭素化推進事業債等を延長・拡充

○ 延長期間は、地球温暖化対策計画に位置づけられた実行集中期間を踏まえ、令和12年度までの５年間とする

【対象事業】 ※赤字は拡充分 ※公営企業についても同様に措置

（１） 地方単独事業として実施するもの

①公共施設等における再生可能エネルギー設備等の整備

※売電を主目的とするものは原則対象外としていたが、
発電電力を地域内で消費するための売電を主目的として
自治体が整備するものを対象に追加

②公共施設等をZEB※基準に適合させる改修等

③公共施設等を省エネ基準に適合させる改修

※建物全体が基準を満たす場合に加え、空調等の各設備
が個別に省エネ基準を満たす場合を対象に追加

④公共施設等へのLED照明導入のための改修

⑤公用車における電動車※の導入・充放電設備の整備

※電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、
ハイブリッド車

（２） 国庫補助事業として実施するもの

ペロブスカイト太陽電池の導入

※一般補助施設整備等事業債の対象に追加

【地方財政措置】

地方債充当率 90％

（１）①及び②の事業

（１）③及び④の事業

（１）⑤の事業

交付税措置 50％

30％

30～50％※

※ 財政力に
応じて措置

国庫補助 2/3 （又は3/4）
交付税措置 50%

令和８年度～令和12年度（５年間）

１．対象事業

３．事業期間

２．地方財政措置

地方債充当率 90%

※売電が主目的の場合、対象事業費は1/2

※個別の省エネ基準適合の場合、交付税措置30%

1,000億円 （令和７年度： 1,000億円）４．事業費

※ZEB(Net Zero Energy Building)とは、一定の省エネルギーを図った上で、
再生可能エネルギー等の導入により、エネルギー消費量を更に削減した建築物

（２）の事業
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公営企業債（脱炭素化推進事業）の延長・拡充

○ 地球温暖化対策計画（令和７年２月閣議決定）を踏まえ、温室効果ガスの「2050年ネット・ゼロ」の実現に向け、公営企業
の脱炭素化の取組を積極的に支援するため、公営企業債（脱炭素化推進事業）を延長・拡充。

○ 延長期間は、地球温暖化対策計画に位置づけられた実行集中期間を踏まえ、令和12年度までの５年間とする。

対象事業 事業概要 地方財政措置

①太陽光発電設備
の整備等

太陽光発電設備※等の整備（売電を主たる目的とする場合を除く。）

②ZEB基準相当へ
の

適合
ZEB基準相当に適合させるための改修等

③省エネルギー基
準

への適合
省エネルギー基準に適合させるための改修

④個別設備の省エ
ネルギー改修

空調機器等※の各設備が個別に省エネルギー基準を満たす改修

⑤ ③以外の省エネ
ルギー改修

③の対象設備以外の設備に係る省エネルギー改修※（高効率ポンプ導入
等）

⑥LED照明の導入 LED照明の導入のための改修

⑦電動車の導入 公用車における電動車※の導入・充電放電設備の整備

通常の公営企業債

※水道事業、工業用水道事業、電気事業、ガス事業は一般会計出資債

元利償還金の 30～50％ を普通交付税措置

一般会計負担（繰出）
地方負担額の1/2

企業会計負担
地方負担額の1/2

公営企業債
（脱炭素化推進事業）

対象事業 交付税措置率

①・② 50％

③・⑤・⑥
財政力に応じて

30～50％

④・⑦ 30％

地方負担額の１/２に「公営企業債（脱炭素化推進事業）」を充当し
た上で、元利償還金の全額を一般会計からの繰出の対象とし、その
元利償還金に下表のとおり普通交付税措置
（残余（地方負担額の１/２）については、通常の公営企業債を充当）

※この他、小水力発電（水道事業等）や設備の省エネルギー改修（国庫補助事業）等（下水道事業）、電動バス（EV、FCV、PHEV）等の導入（交通事業）についても対象

※赤字はＲ８拡充分

令和８年度～令和12年度（５年間）１．対象事業

※建材一体型太陽光発電設備及びペロブスカイト太陽電池を含む。

※改修前と比較し、二酸化炭素排出量を15％以上削減できるもの

※対象設備：空調機器、換気設備、給湯機器、コジェネレーションシステム

地方公営企業における脱炭素化のための地方単独事業

※電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車及びハイブリッド自動車

２．事業期間
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